
利用できるサービスの探しかた
　この一覧表は“あらまし”に掲載した事業（サービス）のうち主なものを載せています。
　本文とあわせてご利用ください。
●タテに障がいの種類と障害手帳や愛の手帳の級数（度数）を表示しています。
●ヨコに事業（サービス）の種類を表示しています。
●�あなたの手帳の級（度数）の欄に○がついていれば、その事業を利用できます。△の場合は、
利用できる場合があります。

障がい程度別該当事業一覧表

。
す
で
口
窓
が
課
祉
福
害
障
所
役
区
は
◇
、
課
康
健
域
地
の
舎
庁
域
地
各
は
▲
、
課
祉
福
域
地
の
舎
庁
域
地
各
は
◆

　

別
種
の
い
が
障

　

度
制

手　　　　　　　　　　当 年　金 医　療

者
害
障
身
心
区
田
大

当

手

祉

福

身
心
度
重
都
京
東

当
手
者
害
障 国　制　度

当
手
養
扶
童
児
別
特

当

手

害

障

）
当
手
成
育
童
児
（

当
手
養
扶
童
児

当

手

成

育

）
当
手
成
育
童
児
（

金
年
礎
基
害
障

）
金
年
民
国
（

者
害
障
身
心

度
制
済
共
養
扶

）
児
（
者
害
障
身
心

成
助
の
費
療
医

院

通

神

精

）
療
医
援
支
立
自
（

者
害
障
別
特

当

手

児

害

障

当

手

祉

福

ページ 45 49 50 50 51 52 52 53 55 58 59 61
窓　口 ◆　◇ ◆◇ ◆◇ ◆
視

　
　
　

覚

1 ○○ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ △ ○○
4
5
6

は
又
覚
聴

能
機
衡
平 2 ○○ △ △ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○

3 ○○ ○○ △ ○○
4
5
6

声
音
語
言 3 ○○ ○○ △ ○○

4 △

由
自
不
体
肢

）
幹
体
・
肢
下
・
上
（ 1 ○○ △ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○

2 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ △ ○○
4 △
5
6

内

　
　

部

1 ○○ △ △ △ △ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ △ △ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ △ △ ○○ ○○
4

的

知 1 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ △ △ ○○
4 ○○ △ △ ○○

神

精 1 ○○ △ △ △ △ △ △ ○○ ○○ ○○
2 △ △ △ △ ○○ ○○
3 △ △ △ △ △ ○○

難　　病 △
所得制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
自己負担 ㊒ ㊒
　　　

級
　・
　　度

障
が
い
の
種
類
と
手
帳
の
級
又
は
度
数

を
示
し
て
い
ま
す
。

事業名です。

事業の説明が出て
いるページ数を示
しています。

問合先です。
◆は各地域福祉課
▲は各地域健康課
◇は障害福祉課を
表しています。

○がついていれば
利用できます。

△がついている事業
は利用できる場合が
あります。

所得制限、年齢制限、
自己負担の有無を
表示しています。

障がい程度別該当事業一覧表
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障がい程度別該当事業一覧表
◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

手　　　　　　　　　　当 年　金 医　療
大
田
区
心
身
障
害
者

福

祉

手

当

東
京
都
重
度
心
身

障
害
者
手
当

国　制　度 特
別
児
童
扶
養
手
当

障

害

手

当

（
児
童
育
成
手
当
）

児
童
扶
養
手
当

育

成

手

当

（
児
童
育
成
手
当
）

障
害
基
礎
年
金

（
国
民
年
金
）

心
身
障
害
者

扶
養
共
済
制
度

心
身
障
害
者
（
児
）

医
療
費
の
助
成

精

神

通

院

（
自
立
支
援
医
療
）

特
別
障
害
者

手

当

障

害

児

福
祉
手
当

ページ 45 49 50 50 51 52 52 53 55 58 59 61
窓　口 ◆　◇ ◆◇ ◆◇ ◆
視　
　
　

覚

1 ○○ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ △ ○○
4
5
6

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ △ △ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ △ ○○
4
5
6

音
声
言
語

3 ○○ ○○ △ ○○
4 △

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 ○○ △ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ △ ○○
4 △
5
6

内　
　

部

1 ○○ △ △ △ △ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ △ △ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ △ △ ○○ ○○
4

知

的

1 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○
2 ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ △ △ ○○
4 ○○ △ △ ○○

精

神

1 ○○ △ △ △ △ △ △ ○○ ○○ ○○
2 △ △ △ △ ○○ ○○
3 △ △ △ △ △ ○○

難　　病 △
所得制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
自己負担 ㊒ ㊒
　　　

級
　・
　　度
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○は対象　△は一部対象
※所得制限、年齢制限によっては対象となりません。

◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

医　療 生 活 の お 手 伝 い
更

生

医

療

（
自
立
支
援
医
療
）

育

成

医

療

（
自
立
支
援
医
療
）

ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
助
成

補
装
具
費
の
支
給

日
常
生
活
用
具

の

給

付

点
字
図
書
の
給
付

紙
お
む
つ
支
給
事
業

福

祉

電

話

福
祉
電
話
機
器

電
話
使
用
料
の
補
助

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

寝
具
水
洗
い
・
乾
燥

出
張
理
髪
サ
ー
ビ
ス

ページ 61 62 62 65 66 72 73 74 74 75 75 75 75
窓　口 ◆ ▲ ◆ ◆
視　
　
　

覚

1 ○○ ○○ ○○ △ △ ○○ 東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
（
20
歳
以
上
）・
障
害
児
福
祉
手
当
（
20
歳
未
満
）
の
い
ず
れ
か
を
受
給
し
て
い
る
方
（
本
文
参
照
）

○○ ○○ △
2 ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○ ○○ △
3 ○○ ○○ △ △ ○○ △
4 ○○ ○○ △ △ ○○
5 ○○ ○○ △ △ ○○
6 ○○ ○○ △ △ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○ ○○ △
3 ○○ ○○ △ △ △ △ △ △
4 ○○ ○○ △ △
5 ○○ ○○ △ △
6 ○○ ○○ △ △

音
声
言
語

3 ○○ ○○ ○○ △ △ △ △ △
4 ○○ ○○ △

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 ○○ ○○ ○○ △ △ ○○ ○○ ○○ △ △ △
2 ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○ ○○ △ △ △
3 ○○ ○○ △ △ △
4 ○○ ○○ △ △
5 ○○ ○○ △ △
6 ○○ ○○ △ △

内　
　

部

1 ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ △
2 ○○ ○○ △ △ △ ○○ ○○ △ △ △
3 ○○ ○○ △ △ △ △
4 ○○ ○○ △ △

知

的

1 △ △ ○○ ○○ △ △
2 △ △ ○○ ○○ △ △
3 △
4

精

神

1 △ △
2 △ △
3 △ △

難　　病 △ △ △
所得制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
自己負担 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒

級
　・
　　度
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障がい程度別該当事業一覧表
◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

生活のお手伝い 介　護 生 活 圏 を ひ ろ げ る
救

急

代

理

通
報
シ
ス
テ
ム

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
・
地
域
相
談
支
援

障
害
児
通
所

支
援
サ
ー
ビ
ス

緊
急
一
時
保
護

移

動

支

援

福
祉
タ
ク
シ
ー

自
動
車
燃
料
費

自
動
車
運
転

免
許
取
得
費
助
成

自
動
車
改
造
費
助
成

重
度
身
体
障
害
者

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

車
い
す
の
貸
出
し

手
話
通
訳
者

・
奉
仕
員
派
遣

手
話
通
訳
者
の
派
遣

ページ 76 16 24 87 92 92 94 94 95 95 96 96
窓　口 ◆ ◆◇ ◆ ◆▲ ◆◇ ◆
視　
　
　

覚

1 △

支
給
決
定
を
受
け
た
方

○○ △ ○○ ○○
2 △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○
5 ○○ △ ○○
6 ○○ △ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 △ ○○ △ ○○ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○
5 ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ ○○

音
声
言
語

3 ○○ △ ○○
4 ○○ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 △ ○○ △ △ △ △ ○○ ○○
2 △ ○○ △ △ △ △ ○○ ○○
3 ○○ △ △ △ △ ○○
4 ○○ △ ○○
5 ○○ △ ○○
6 ○○ ○○

内　
　

部

1 △ ○○ ○○ △ ○○
2 △ ○○ ○○ △ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○

知

的

1 ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○

精

神

1 △ ○○
2 △ ○○
3 △ ○○

難　　病 △ △ ○○
所得制限 ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ※㊒ ㊒ ㊒ ※㊒ ㊒ ㊒ ※㊒
自己負担 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
　　　　　※㊒：介護保険優先

級
　・
　　度
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○は対象　△は一部対象
※所得制限、年齢制限によっては対象となりません。

◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

生 活 圏 を ひ ろ げ る はたらく・しごと
要
約
筆
記
者
の
派
遣

補
助
犬
の
給
付

Ｊ

Ｒ
・

私

鉄

運
賃
の
割
引

都

営

交

通

無
料
乗
車
券
と
割
引

民
営
バ
ス
の
割
引

有

料

道

路

通
行
料
金
の
割
引

タ

ク

シ

ー

運
賃
の
割
引

航
空
運
賃
の
割
引

フ

ェ

リ

ー

運
賃
の
割
引

駐

車

禁

止

規
制
の
除
外

生
活
福
祉
資
金
の

貸

付
ページ 96 97 98 99 100 101 102 102 102 103 116
窓　口 ◆　◇ ◆◇
視　
　
　

覚

1 △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○
5 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○

音
声
言
語

3 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
3 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○

内　
　

部

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○

知

的

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

精

神

1 ○○※ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○※ ○○ △ ○○ △ ○○
3 ○○※ ○○ △ ○○ △ ○○

難　　病
所得制限 ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒
自己負担
※　精神障がいの方の窓口は都電、都バス、都営地下鉄の指定された定期券発行所（詳細は P99）

級
　・
　　度

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

生活のお手伝い 介　護 生 活 圏 を ひ ろ げ る
救

急

代

理

通
報
シ
ス
テ
ム

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
・
地
域
相
談
支
援

障
害
児
通
所

支
援
サ
ー
ビ
ス

緊
急
一
時
保
護

移

動

支

援

福
祉
タ
ク
シ
ー

自
動
車
燃
料
費

自
動
車
運
転

免
許
取
得
費
助
成

自
動
車
改
造
費
助
成

重
度
身
体
障
害
者

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

車
い
す
の
貸
出
し

手
話
通
訳
者

・
奉
仕
員
派
遣

手
話
通
訳
者
の
派
遣

ページ 76 16 24 87 92 92 94 94 95 95 96 96
窓　口 ◆ ◆◇ ◆ ◆▲ ◆◇ ◆
視　
　
　

覚

1 △

支
給
決
定
を
受
け
た
方

○○ △ ○○ ○○
2 △ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○
5 ○○ △ ○○
6 ○○ △ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 △ ○○ △ ○○ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○
5 ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ ○○

音
声

言
語

3 ○○ △ ○○
4 ○○ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 △ ○○ △ △ △ △ ○○ ○○
2 △ ○○ △ △ △ △ ○○ ○○
3 ○○ △ △ △ △ ○○
4 ○○ △ ○○
5 ○○ △ ○○
6 ○○ ○○

内　
　

部

1 △ ○○ ○○ △ ○○
2 △ ○○ ○○ △ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○

知

的

1 ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○

精

神

1 △ ○○
2 △ ○○
3 △ ○○

難　　病 △ △ ○○
所得制限 ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ※㊒ ㊒ ㊒ ※㊒ ㊒ ㊒ ※㊒
自己負担 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
　　　　　※㊒：介護保険優先
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障がい程度別該当事業一覧表
◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

余 暇・ 学 習 住 ま い 税 金 の 軽 減
若
草
青
年
学
級

教

養

講

座

障

が

い

者

ス
ポ
ー
ツ
教
室

障

害

者

休

養

ホ

ー

ム

都
営
・
区
営
住
宅

申
込
の
優
遇

都
営
・
区
営
住
宅

使
用
料
の
減
額
・
減
免

Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
の

優

遇

制

度

住

宅

改

造

相

談
・

助

成

住
宅
確
保
支
援

障
害
者
控
除

（
所
得
税
・
住
民
税
）

住
民
税
の
非
課
税

贈
与
税
の
非
課
税

相
続
税
の
軽
減

ページ 124 124 127 128 136 136 136 137 139 140 141 142 142
窓　口 ◆◇ ◆
視　
　
　

覚

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 △ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ △ ○○ △ ○○ △ ○○

音
声
言
語

3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

内　
　

部

1 △ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 △ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○

知

的

1 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

精

神

1 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
3 ○○ △ △ △ ○○ △ ○○

難　　病 △ △ △ △
所得制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒ ㊒
自己負担 ㊒ ㊒

級
　・
　　度
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○は対象　△は一部対象
※所得制限、年齢制限によっては対象となりません。

◆
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
福
祉
課
、
▲
は
各
地
域
庁
舎
の
地
域
健
康
課
、
◇
は
区
役
所
障
害
福
祉
課
が
窓
口
で
す
。
詳
し
く
は
各
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

税 金 の 軽 減 各 種 料 金 の 減 免
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）・
軽
自

動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
の
減
免

マ
ル
優
制
度

個
人
事
業
税
の
軽
減

関
税
の
免
除

郵
便
料
金
の
減
免

郵
便
は
が
き

の
無
料
配
布

プ

ー

ル

使
用
料
の
割
引

粗

大

ご

み

処
理
手
数
料
の
免
除

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の

減

免

都
立
公
園
等
の

入
場
料
免
除

電
話
番
号
案
内
の
無
料

利
用
（
ふ
れ
あ
い
案
内
）

ページ 143 145 145 145 146 146 147 147 148 149 149
窓　口 ◆
視　
　
　

覚

1 ○○ ○○ ○○

本
　
文
　
参
　
照

○○ ○○ ○○

児
童
扶
養
手
当
又
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
て
い
る
方
（
本
文
参
照
）

△ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
4 △ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
5 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
6 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
5 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
6 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○

音
声
言
語

3 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △
3 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○
6 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○

内　
　

部

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○

知

的

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○

精

神

1 △ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○

難　　病
所得制限 ㊒ ㊒
年齢制限
自己負担

級
　・
　　度

　障
が
い
の
種
別

　
制
度

余 暇・ 学 習 住 ま い 税 金 の 軽 減
若
草
青
年
学
級

教

養

講

座

障

が

い

者

ス
ポ
ー
ツ
教
室

障

害

者

休

養

ホ

ー

ム

都
営
・
区
営
住
宅

申
込
の
優
遇

都
営
・
区
営
住
宅

使
用
料
の
減
額
・
減
免

Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
の

優

遇

制

度

住

宅

改

造

相

談
・

助

成

住
宅
確
保
支
援

障
害
者
控
除

（
所
得
税
・
住
民
税
）

住
民
税
の
非
課
税

贈
与
税
の
非
課
税

相
続
税
の
軽
減

ページ 124 124 127 128 136 136 136 137 139 140 141 142 142
窓　口 ◆◇ ◆
視　
　
　

覚

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

聴
覚
又
は

平
衡
機
能

2 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 △ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ △ ○○ △ ○○ △ ○○

音
声
言
語

3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○

肢
体
不
自
由

（
上
・
下
肢
・
体
幹
）

1 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
5 ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
6 ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

内　
　

部

1 △ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 △ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○ △ ○○

知

的

1 ○○ △ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ ○○
3 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○
4 ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○

精

神

1 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○ ○○
2 ○○ ○○ ○○ ○○ △ ○○ △ ○○
3 ○○ △ △ △ ○○ △ ○○

難　　病 △ △ △ △
所得制限 ㊒ ㊒ ㊒ ㊒ ㊒
年齢制限 ㊒ ㊒ ㊒
自己負担 ㊒ ㊒
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　障害福祉サービスや手帳等の申請をされる際には、申請書類に加えて「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号（以下「マイナンバー」と
いう。）の提供が必要です。
　窓口での申請の際には、マイナンバーを記載いただくとともに、①「マイナンバーの番号確認」
及び�②「身元（本人）確認」が必要となります。（郵送での申請の際には、必要書類のコピーを同封
していただくこととなります。）
　また、代理人による申請の場合は、委任状と代理人の身元�（本人）確認、本人のマイナンバー確認
書類�が必要となります。

マイナンバーカードを持っている場合

「マイナンバーの番号確認」と�「身元（本
人）確認」は、マイナンバーカード１枚
で済みます。

マイナンバーカードを持っていない場合

①「マイナンバーの番号確認」ができるものと②「身元（本人）確認」で
きるものを持参ください。

①「マイナンバーの番号確認」ができるもの
○�マイナンバーが記載された「住民票」もしくは「住民票記載事項証明書」
○�通知カード（通知カードに表示されている住所 ･氏名等の記載が、申請日時点の住民登
録内容と一致している場合のみ）
※��上記「マイナンバーの番号確認」ができる書類等の提示が困難である場合は、事前にご
相談ください。�

②　身元（本人）確認ができるもの
　　（Ａ）顔写真付きの書類の場合は１種類 ､（Ｂ）顔写真なしの書類の場合は２種類必要です。

(Ａ )
顔写真付の書類
（１種類）

・運転免許証・※運転経歴証明書・パスポート
・官公署発行の写真付身分証明書・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳　他

(Ｂ )
顔写真なしの書類
（２種類）

・健康保険証・国民年金手帳・介護保険被保険者証
・障害福祉サービス受給者証・通所受給者証・生活保護受給者証
・印鑑登録証明書・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書・納税証明書
・戸籍の附票の写し・住民票の写し・住民票記載事項証明書
・源泉徴収票
・年金証書・基礎年金番号通知書　他

　　　　※平成 24年 4月 1日以降に発行されたものに限ります。
不明な点は、各地域福祉課又は障害福祉課にお問い合わせください。（表紙・P28参照）

個人番号（マイナンバー）提供のお願い
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